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平成３０年７月９日 

国土交通省中国地方整備局 

 

 

この度の豪雨災害を受け、緊急通行車両の通行を確保することを目的として、広島県内の

一般国道（直轄区間）については、７月７日に一部区間を先行して災害対策基本法第７６条

の６第１項の規定に基づき指定しました。 

この度、今後の不測の事態にも速やかに対応できるよう、本日、午後１５時に広島県内の

全道路区域に指定範囲を拡げましたので、お知らせします。 
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＜問い合わせ先＞  
 国土交通省中国地方整備局    

ＴＥＬ：０８２－２２１－９２３１（代表） 
【担当】 
   道路部 道路情報管理官  沢口

さわぐち

 俊樹
としき

 （内線４１１４） 
               （直通：０８２－５１１－６２８５） 

【広報担当窓口】 

    広報広聴対策官       岩下 E

いわした

A A E恭久 E

やすひさ

A （内線２１１７） 
企画部 環境調整官    井上

いのうえ

 和久
かずひさ

 （内線３１１４） 
           （直通：０８２－５１１－６００９） 

 

路線名 指定する区間 

 

一般国道（直轄管理区間） 

 

広島県内全域 

この度の豪雨災害を受け、緊急車両の通行の確保を円滑にするため、

中国地方整備局が管理する一般国道について、災害対策基本法に基づき、 

広島県内の全道路区間を指定しました。 



指定する区間図

指定する道路

広島県





 

参照条文 

 

○災害対策基本法 

（災害時における車両の移動等） 

第７６条の６ 道路管理者は、その管理する道路の存する都道府県又は

これに隣接し若しくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生した場

合において、道路における車両の通行が停止し、又は著しく停滞し、車

両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより災害応急

対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあり、かつ、緊急通行車両の

通行を確保するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めると

ころにより、その管理する道路についてその区間を指定して、当該車両

その他の物件の占有者、所有者又は管理者（第３項第３号において「車

両等の占有者等」という。）に対し、当該車両その他の物件を付近の道路

外の場所へ移動することその他当該指定をした道路の区間における緊急

通行車両の通行を確保するため必要な措置をとることを命ずることがで

きる。 
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